
市内魅力発信進学促進事業委託業務評価方法について 

 

１ 評価基準 

  別紙の評価基準に基づき、企画提案に関する評価を行う。 

 

２ 評価方法 

  一次評価及び二次評価を実施する。 

  なお、提案者が３者以下の場合は二次評価のみ実施する。 

（1） 一次評価（書類審査）の実施 

提出された企画提案書等の内容により、選定委員会において一次評価（書類審査）

を実施する。一次評価（書類審査）は、本書「１評価基準」の各項目に基づき採点す

るものとし、二次評価（プレゼンテーション及びヒアリング）に当該評価結果を引き

継がないものとする。 

なお、提案者が４者以上あった場合には、一次評価の結果に基づき、二次評価（プ

レゼンテーション及びヒアリング）を実施する３者を選定することができるものとす

る。この場合、一次評価（書類審査）の実施後、速やかに全ての提案者に対し、評価

結果を通知する。 

 

（2） 二次評価（プレゼンテーション及びヒアリング）の実施 

ア 実施日時  令和８年６月１日（月） 開始時間は提案者に別途通知する。 

イ 実施場所  苫小牧市旭町４丁目５番６号 苫小牧市役所 

ウ 実施方法  対面により、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

エ 時  間  参加者は、プレゼンテーション開始５分前までに準備を完了する

こと。 

プレゼンテーションの制限時間は、20 分以内とし、終了５分前及

び１分前に事務局がベルで合図する。説明終了後、選定委員から

提案内容に関する質疑応答を 10 分程度行う。 

オ 機  材  資料の投影に使用する PC は提案者が用意すること。スクリーン

43 インチ（HDMI 接続）、その他必要な機材は事務局が用意するも

のを使用すること。 

カ そ の 他  説明資料は申請書の提案内容に沿ったものに限り認める。 

        なお、サンプル動画（１分以内）をプレゼンテーションの中で放

映することができる。 

また、参加者から選定委員に対する質問は認めない。 

 

 

３ 選定 

   二次評価において、各評価項目の合計点数が６割を超えた事業者の中から最高得点者 

を優先交渉権者とする。（提案に対する結果は後日通知） 

   なお、選定委員会で選定した事業者が、採用の辞退その他の理由で契約できない場合 

  は次点者を交渉権者とする。 

   同点の場合は、くじ引きで優先交渉権者を決定する。 


